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令和４年９月９日 

青森県災害対策本部 

※下線部が前回からの変更・追加 

 

令和４年８月３日からの大雨に係る被害等の状況について（第２５報） 

（９月９日１３：００時点） 

 

被害総額  31,047,971千円（判明分） 

 

１ 災害の概要 

○降り始めからの総雨量（８月３日０時～１４時まで※） 

 ・八戸      １２０．５ミリ 

・十和田     １６５．５ミリ 

・平川市温川   １６２．５ミリ 

 ・むつ市脇野沢  １３４．５ミリ 

 ・外ヶ浜町蟹田  １１２．５ミリ 

 ・深浦      １７２．０ミリ 

○降り始めからの総雨量（８月８日１３時～１３日１４時※） 

 ・弘前市岳    ４４４．５ミリ 

・深浦      ４３３．５ミリ 

・今別      ３６１．０ミリ 

・五所川原市市浦 ３６１．０ミリ 

・鰺ケ沢     ３４５．０ミリ 

※アメダスによる速報値 

 

２ 被害の状況 

○人的被害 

被害情報なし 

 

 

  

時間外投げ込み 
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住　　　　　家　　　　　被　　　　　害 非　住　家　被　害

床上 床下

青森市 8

弘前市 8 25 4

黒石市 2

五所川原市 17 1 51

十和田市 2 1 0 10

三沢市 16

むつ市 10 1

つがる市 1 1

平川市 3 5 1

今別町 3 10 0 1

蓬田村 2

外ヶ浜町 6 22 12 1 36

鰺ヶ沢町 295 1 68

深浦町 3 20 26 1 3

田舎館村 1

板柳町 1 1

鶴田町 8 38

中泊町 64 45

七戸町 3

おいらせ町 1 4

大間町 2

三戸町 1

計 9 432 13 283 2 62 5 40

半壊準半壊

　　 　内訳

市町
村名

全壊 半壊
一部
破損

浸　　　水
全壊

○建物被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○避難指示等発令及び避難所の状況 

 ８月２８日までに全て解除 

 

○孤立集落の状況 

孤立状態の集落なし 
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○道路状況 

 片側交互通行 

 ・国道101号（深浦町北金ケ沢（L=0.5km）） 

   8月16日 15:00 片側交互通行 

   9月末 解除予定 

 ・国道101号（深浦町大字黒崎（L=2.3km）） 

8月9日14:00より、全面通行止めを開始 

8月25日16:00より、片側交互通行にて解除  

 ・国道101号（深浦町大字沢辺（L=0.1km）） 

   8月12日17:00 片側交互通行 

・国道339号（外ヶ浜町梨ノ木間トンネル～外ヶ浜町鐇泊トンネル（L=0.2km）） 

   8月12日9:00 片側交互通行 

 ・（主）屏風山内真部線（五所川原市金木町喜良市～青森市清水（L=19.0km）） 

   8月10日9:00より、全面通行止めを開始 

8月19日12:00より片側交互通行（※大型車通行不可） 

・（一）種里町柳田線（深浦町大字岩坂（L=0.8km）） 

   8月17日13:00 片側交互通行   

 

 全面通行規制 

・国道338号（佐井村野平～むつ市脇野沢源藤城（L=18.2km）） 

8月11日15:00より、全面通行止め 

10月末 片側交互通行にて解除予定 

・国道339号（中泊町中小泊山国有林～外ヶ浜町三厩龍浜（L=11.0km）） 

  8月10日18:30より、全面通行止め  

  解除未定（迂回路：鯵ヶ沢蟹田線ほか） 

 ・（主）岩崎西目屋弘前線（深浦町西岩崎山（岩崎ゲート）～西目屋村津軽峠（L=40.6km）） 

   解除未定（迂回路：国道101号ほか） 

・（主）岩崎西目屋弘前線（西目屋村津軽峠～西目屋村暗門（L=8.7km）） 

   解除未定（迂回路：国道101号ほか） 

・（主）青森五所川原線（青森市天田内～五所川原市飯詰（L=16.6km））   

8月10日15:00より、全面通行止め 

解除未定（迂回路：五所川原金木線ほか） 

・（一）西目屋二ツ井線（西目屋村砂子瀬～秋田県境（L=14.8km）） 

  解除未定（迂回路：国道101号ほか） 

・（一）三厩小泊線（外ヶ浜町三厩増川山～中泊町小泊（L=10.7km）） 

  解除未定（迂回路：国道339号ほか） 

・（一）三厩小泊線（中泊町中小泊山国有林109林班た小班～ 

中泊町南小泊山国有林92林班へ小班（L=9.7km）） 

   解除未定（迂回路：国道339号ほか） 

 ・（一）相馬常盤野線（西目屋村白沢～ 弘前市百沢（L=4.7km）） 

   8月9日12:00より、全面通行止めを開始 

   10月末 解除予定 

・（一）相馬常盤野線（弘前市沢田～西目屋村田代（L=6.2km）） 

8月9日14:00より、全面通行止めを開始 

解除未定（迂回路：関ヶ平五代線ほか） 

 ・（一）岩崎深浦線（深浦町中山峠～深浦町深浦（L=5.8km））   

  8月8日12時から事前通行規制（8月3日大雨規制からの継続） 

9月末 解除予定 

・（一）十二湖公園線（深浦町松神（L=2.7km）） 

8月10日8:00より、全面通行止めを開始 

解除未定（迂回路：なし） 
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・（一）権現崎線（中泊町大字小泊字長坂（L=0.6km）） 

   8月10日22:00より、全面通行止め 

   解除未定（迂回路：国道３３９号ほか）  

・（一）薬研佐井線（むつ市大畑町赤滝山～佐井村古佐井川目（L=20.8km）） 

   8月11日17:30より、全面通行止め  

   10月末 片側交互通行にて解除予定  

  

○交通状況（運休または欠航ありのみ記載） 

【鉄 道】 

・在来線 

奥羽本線   一部運休（特急「つがる」は秋田駅～弘前駅間で引き続き運休） 

津軽線    一部運休（蟹田駅～三厩駅間で運転見合わせ、復旧の見込みは立っていない。

運転を見合わせている区間について、８月22日（月）より当面の間、

代行バスの運転及びデマンド型乗合タクシー「わんタク」への振替

輸送を実施。） 

五能線    一部運休（鯵ヶ沢駅～弘前駅間で一部運休、岩館駅～鯵ヶ沢駅間の運転再開に

は時間を要する見通し。快速「リゾートしらかみ」は、１号・２号

は秋田駅（秋田県）～鯵ヶ沢駅間では引き続き運休、３～６号は全

区間で運休。 

東能代駅～五所川原駅間ではバスによる代行輸送あり。） 

 

【航 路】 

シィライン㈱（青森・佐井）  平常運航（福浦抜港） 

 

【バ ス】 

・路線バス 

弘南バス㈱          運休  （十二湖線） 

区間運休（暗門白神号） 

一部迂回（温川線、大川原線、板留線、虹の湖線、小泊線） 

・高速バス 

弘南バス㈱           一部運休 

 

〇環境生活部関係 

 ・市町村等の廃棄物処理施設 

  中泊町 

中里一般廃棄物最終処分場、中里一般廃棄物最終処分場（旧） 

８月10日の道路崩落に起因した電柱倒壊による電力不通のため、浸出水処理施設が稼

働停止中。 

８月26日に電力復旧。 
９月５日に浸出水処理施設の稼働を再開。 

中泊町一般廃棄物最終処分場 

８月10日の道路崩落に起因した電柱倒壊による電力不通のため、浸出水処理施設が稼

働停止、８月17日に浸出水処理施設からの処理水の放流管の破損、８月21日に場内か

らの雨水等の排水管が破損していることも確認。 

８月26日に電力復旧。 

※放流管及び排水管の復旧工法の検討が進められており、これらが復旧ししだい浸出

水処理施設の再稼働が可能となる見込み。場内に滞水があるが、埋立地内にとどまっ

ており周辺環境への影響はない。 

・災害廃棄物への対応状況について 

外ヶ浜町 

８月５日 仮置場の状況等を確認。 
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８月12日 被災状況や仮置場の状況等を確認し、町役場にて災害廃棄物の処理方法 

等について検討。 

８月15日 町からの要請を受け、災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定 

書（以下「協定書」という。）に基づき、青森県産業資源循環協会（以下 

「産資協」という。）へ協力を要請。 

鰺ヶ沢町 

    ８月12日 仮置場の状況等を確認。 

    ８月15日 町からの要請を受け、協定書に基づき、産資協へ協力を要請。 

８月16日、18日、19日、30日 被災状況や仮置場の状況等を確認し、町役場等にて災害

廃棄物の処理方法等について検討。 

深浦町 

    ８月15日 仮置場の状況等を確認。 

    ８月17日 被災状況等を確認し、現場にて町職員等と災害廃棄物の処理方法等につ 

いて検討。 

 ・県民の森（青森市浪岡大釈迦）の登山道 

８月１０日午後３時頃、複数箇所で小崩壊をおこし土砂が流出していることが確認さ

れたため、同時刻から安全確保のため登山道を通行止め。 

８月１７日（水）、登山道４本のうち、２本（アカゲラの道、ミズバショウの道）につ

いては通行止めを解除。残る２本（サワグルミの道、マンガンの道）については通行止め

を継続。 

８月２６日（金）、サワグルミの道の通行止めを解除。マンガンの道については通行止

めを継続。 

 

〇健康福祉部関係 

 ・社会福祉施設関係 

五所川原市 高齢者福祉施設 浸水被害 ２件 

障害者福祉施設 浸水被害 ４件 

外ヶ浜町   児童福祉施設  浸水被害 １件 

   鰺ヶ沢町   児童福祉施設  浸水被害 １件 

深浦町    高齢者福祉施設 一部損壊 １件（窓ガラスの破損） 

   中泊町    高齢者福祉施設 浸水被害 ３件 

 ・医療施設関係 

鰺ヶ沢町  医療機関 浸水被害 ６件 

薬局等  浸水被害 ５件 

 

〇商工労働部関係 1,094,380千円（判明分） 

・鉱山処理施設 被害額 約55,000千円（判明分） 

西目屋村 尾
お

太
っぷ

鉱山
こうざん

本山
もとやま

処理施設上尾
か み お

太沢
っぷざわ

地区 

        河川護岸一部流出、坑廃水導水管一部破損による未処理坑廃水流出。 

        （推定流出量約0.000003㎥/分=3 ㎖/分） 

※8月24日に導水管仮復旧工事に着手。 

9月2日に応急対策工事（導水管仮復旧工事の一部）が終了。 

湯ノ沢川下流の簡易水質検査を実施したところ、基準値を下回っており、 

直ちに影響がある状況ではない。弘前市によると、樋の口浄水場の原水と浄水

処理後の水の水質検査を1日2回実施しており、異常は無く安全であることが確

認されているとのこと。 

・十和田市  被害額 約1,000千円 

被害件数  商工業施設 ２件（流木、土砂流入） 

・八戸市   被害額 0円 

被害件数  商工業施設 ２件（停電、落雷によりPCに被害） 

・平川市   被害額 調査中 
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被害件数  商工業施設 １件（橋崩落） 

 ・鰺ヶ沢町  被害額 1,013,770千円（判明分） 

  被害件数  商工業施設 107件（浸水105件、車両冠水2件） 

・深浦町   被害額 10,760千円（判明分） 

  被害件数  商工業施設 11件（浸水9件、盛土欠損1件、事業用車両冠水1件） 

・中泊町   被害額 13,850千円（判明分） 

  被害件数  商工業施設 11件（全て浸水及び停電） 

・今別町   被害額 調査中 

被害件数  商工業施設 ３件（床上浸水） 

・外ヶ浜町  被害額 調査中 

被害件数  商工業施設 １件（土砂流入） 

 

〇農林水産部関係 13,009,191千円（判明分） 

＜農作物関係＞ 〔被害市町村：28 市町村、被害額 5,289,839 千円（判明分）〕 

・水稲  被害額：844,626 千円 

被害市町村：16市町村 

（青森市、今別町、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、西目屋村、大鰐町、 

三戸町、田子町、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、鶴田町、中泊町、 

十和田市、東北町） 

被害状況：冠水、浸水、土砂流入 

被害面積：1,901ha 

・畑作物（大豆・そば）  被害額：214,444 千円 

被害市町村：21市町村 

（青森市、平内町、蓬田村、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、西目屋村、 

藤崎町、大鰐町、田舎館村、八戸市、五戸町、田子町、五所川原市、 

つがる市、鶴田町、中泊町、十和田市、野辺地町、東北町、むつ市） 

被害状況：冠水、浸水 

被害面積：1,048ha 

・野菜、花き  被害額：2,090,222 千円 

被害市町村：19市町村 

（青森市、弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、 

田子町、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、中泊町、十和田市、 

野辺地町、六戸町、東北町、おいらせ町、むつ市） 

被害状況：冠水、浸水 

被害面積：594ha（露地野菜 576.1ha、施設野菜 17.9ha） 

・りんご  被害額：2,140,470 千円 

被害市町村：10市町村 

（青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、田舎館村、三戸町、 

つがる市、板柳町、鶴田町） 

被害状況：冠水、浸水、土砂流入、樹損壊、倒木 

被害面積：645ha 

・果樹（ぶどう）  被害額：77千円 

被害市町村：１町（今別町） 

被害状況：浸水 

被害面積：0.2ha 

 

＜畜産関係＞ 〔被害市町村：４市町〕 

・牧場敷地 

被害市町村：２市（五所川原市、むつ市） 

被害状況：崩落 

被害件数：２件 
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 ・飼料作物（デントコーン、牧草） 

被害市町村：２市町（十和田市、おいらせ町） 

被害状況：浸水、冠水、土砂流入 

被害件数：３件 

 

＜農地・農業用施設関係＞ 〔被害市町村：30市町村、被害額 6,385,079 千円（判明分）〕 

・農地  被害額：2,440,904 千円 

被害市町村：27市町村 

（青森市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、 

平川市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、八戸市、三戸町、田子町、 

新郷村、五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、 

十和田市、三沢市、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、むつ市） 

被害状況：法面崩壊、土砂堆積 

被害件数：1,373 件 

・農業用施設  被害額：3,944,175 千円 

被害市町村：26市町村 

（青森市、平内町、今別町、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、平川市、 

藤崎町、大鰐町、三戸町、田子町、新郷村、五所川原市、つがる市、 

鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町、十和田市、七戸町、 

六戸町、東北町、おいらせ町、むつ市、東通村） 

被害状況：農道崩落、ため池決壊、水路損壊、頭首工破損、揚水機ポンプ損傷 等 

被害件数：1,041 件 

 

＜林業関係＞ 〔被害市町村：18市町村、被害額 1,309,873 千円（判明分）〕 

・林地  被害額：779,500 千円 

被害市町村：13市町村 

（今別町、外ヶ浜町、弘前市、黒石市、平川市、田子町、新郷村、 

鰺ヶ沢町、深浦町、十和田市、六戸町、むつ市、佐井村） 

被害状況：崩壊 

被害件数：31 件 

・林道  被害額：457,373 千円 

被害市町村：13市町村 

（青森市、平内町、弘前市、黒石市、西目屋村、田子町、新郷村、 

五所川原市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、十和田市、むつ市） 

被害状況：土砂流入、法面崩壊、路肩崩壊、路面洗堀、路体決壊 

被害件数：134 件 

・治山施設  被害額：73,000 千円 

被害市町村：３市町（青森市、外ヶ浜町、中泊町） 

被害状況：治山ダム埋戻土流出、水路工流出 

被害件数：３件 

 

＜水産関係＞ 〔被害市町村：８市町村、被害額 24,400 千円（判明分）〕 

・さけますふ化場、養殖場  被害額：4,600 千円 

被害市町村：４市町（鰺ヶ沢町、深浦町、十和田市、むつ市） 

被害状況：親魚捕獲施設破損、浸水 

被害件数：６件 

・漁港  被害額：19,800 千円 

被害市町村：５市町村（外ヶ浜町、五所川原市、深浦町、三沢市、佐井村） 

被害状況：流木流入、土砂流入、漁港海岸流木漂着、漁業集落排水施設破損 

被害件数：６件 
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○県土整備部関係 16,939,400千円（判明分） 

 ・公共土木施設被害等 

県    318箇所   12,508,500千円 

    河川  71河川(221箇所)  7,424,500千円 

    道路  21路線(94箇所)   4,926,000千円 

    砂防   2箇所      113,000千円 

 急傾斜  1箇所       45,000千円 

 

市町村  263箇所    4,404,900千円 

    河川  46河川(82箇所)     867,900千円 

    道路  87路線(175箇所)  2,543,000千円 

    橋梁   4箇所      554,000千円 

    下水道  1箇所      420,000千円 

    公園   1箇所       20,000千円 

 

 ・県（港湾）   3施設          26,000千円 

航路   1施設      11,000千円 

泊地   2施設      15,000千円 

 

〇観光国際戦略局関係 5,000千円（判明分） 

 ・東北自然歩道 被害額 5,000千円（判明分） 

深浦町１（法面崩壊） 

 ・宿泊施設の状況 

  弘前市１（浸水）、鯵ヶ沢町２（浸水）、深浦町２（浸水１、土砂流入１）、 

黒石市１（浸水・土砂流入等１） 

 

〇教育庁関係 

 ・学校施設 

  県立黒石養護学校     排水管の一部破損 

  県立柏木農業高等学校   敷地内法面の崩落 

  県立五所川原工業高等学校 野球場冠水 

・社会教育施設 

  鰺ヶ沢町立舞戸公民館 床上浸水、エレベータ故障 

  三内丸山遺跡センター 敷地法面一部崩落 

・文化財 

  弘前市 史跡津軽氏城跡堀越城跡三之丸東端法面の一部崩壊（国史跡指定地内） 

  

３ これまで県の行った措置 

８月 ３日 午前 １時１０分 令和４年８月３日の大雨に係る災害警戒本部を設置 

           午前 ６時３０分 令和４年８月３日の大雨に係る災害対策本部を設置 

午前１１時００分 第１回青森県災害対策本部会議 

午後 ２時５６分 県警ヘリ（はくちょう）が、平川市の山荘においてつり橋 

    の崩落により取り残された孤立者を救助 

● 県危機管理対策監及び東青地域県民局職員が外ヶ浜町役場、今別町役場等

で情報収集 

● 危機管理局及び下北地域県民局職員がむつ市役所等で情報収集 

８月 ５日  

● 危機管理局職員が外ヶ浜町役場で住宅被害調査の技術支援等を実施 

● 環境生活部職員が外ヶ浜町職員とともに外ヶ浜町三厩藤嶋地区の災害廃

棄物の状況の確認 

８月 ６日 
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● 危機管理局職員が外ヶ浜町職員とともに罹災証明に係る家屋調査を実施 

８月 ７日 

● 知事が弘前市、藤崎町及び板柳町を現地視察 

● 副知事が今別町及び外ヶ浜町を現地視察 

● 外ヶ浜町での罹災証明に係る家屋調査終了 

８月 ９日 午後 ５時４５分 令和４年８月３日からの大雨に係る青森県災害対策本部

会議 

● 「令和４年８月３日の大雨に係る災害対策本部」から「令和４年８月３日

からの大雨に係る災害対策本部」に移行 

● 西北地域県民局職員が深浦町役場、鰺ヶ沢町役場、五所川原市役所、つが

る市役所、鶴田町役場、中泊町役場、板柳町役場で情報収集 

● 中南地域県民局職員が弘前市役所で情報収集 

● 下北地域県民局職員がむつ市役所で情報収集 

● 危機管理局職員が鰺ヶ沢町役場で情報収集 

● 青森県防災ボランティア情報センターを設置 

● 青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンター

の設置状況を確認 

→ 外ヶ浜町 ８月 ９日、災害ボランティアセンターを設置（９月３日閉鎖） 

鰺ヶ沢町 ８月１２日、災害ボランティアセンターを設置 

弘前市  ８月１３日、災害ボランティアセンターを設置 

五所川原市８月１４日、災害ボランティアセンターを設置 

中泊町  ８月１５日、災害ボランティアセンターを設置（９月４日閉鎖） 

● 弘前市、五所川原市、つがる市、平川市、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、

西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町に対し、

災害救助法適用 

● 支援物資（食料、飲料、毛布、消毒液）を提供（8月9日～8月14日） 

※対象（延べ）：五所川原市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、 

中泊町 

● 青森県消防相互応援隊の応援 

→8/9 17:00 鰺ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援要請あり 

    18:00 青森消防本部  ：指揮支援隊（1隊4名）を鰺ヶ沢消防署 

へ先遣隊として派遣 

              19:00 青森消防本部  ：出動応援隊決定（14隊50名） 

            19:20 指揮支援隊    ：鰺ヶ沢消防署到着。情報収集開始。 

       8/10 05:30  各出動応援隊  ：活動開始。鰺ヶ沢消防と合同で鰺ヶ沢駅

周辺世帯の安否確認 

          07:00 各出動応援隊  ：活動終了。 

          09:10 鰺ヶ沢消防本部：青森消防本部へ県内応援隊の引揚げ決定

通知。 

● ８月９日付けで各地域県民局県税部へ、被災者に係る県税の減免等につい

て、地方税法及び県税条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよう通知。 

● ８月１０日付けで各地域県民局県税部へ、被災者に係る県税の減免等につ

いて、「特別災害による県税の減免に関する特別措置要綱」に基づき適切

な措置を講ずるよう通知。 

● ８月１０日から、民間のふるさと納税ポータルサイトを通じて、今般の大

雨災害に対する青森県への寄附受付を開始。 

● 各市町村へ、８月３日の大雨の被災者に係る市町村税の減免等について、

地方税法及びこれに基づく条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよう

通知 

８月１０日 午後 ５時３０分 第２回令和４年８月３日からの大雨に係る青森県災害

対策本部会議 
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● 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、つがる

市、鰺ヶ沢町、深浦町、板柳町、鶴田町、中泊町） 

● ８月１０日、県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」の「災害枠」

に、今般の災害を指定 

● ８月８日付けで青森県農業共済組合組合に対して、共済金の早期支払及び

収入保険に係るつなぎ融資の周知等を要請。 

● ８月１０日付けで青森県農業協同組合中央会、各ＪＡ等へ、被害農業者等

が利用できる農業制度資金について周知等を要請。 

● 各市町村へ、８月３日からの大雨の被災者に係る市町村税の減免等につい

て、地方税法及びこれに基づく条例の規定に基づき適切な措置を講ずるよ

う通知 

８月１１日  

● 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、むつ市、

つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町） 

８月１２日  

● 本庁・地域県民局職員が市町村で情報収集（弘前市、五所川原市、外ヶ浜

町、今別町、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、佐井村） 

● ８月１２日に、災害救助法が適用された１４市町村に対して、普通交付税

９月交付分の一部の繰上げ交付を実施（入金日は１５日予定） 

● 災害救助法が適用された14市町村において、災害により運転免許証又は運

転経歴証明書を紛失等した者に係る再交付手数料を全額免除。また、免除

開始までに再交付手続を行った者には、その手数料を還付。（期間：令和

４年８月９日～令和５年１月31日） 

● 五所川原市及び鰺ヶ沢町に対し罹災証明交付に係る家屋の被害認定調査

の説明会を開催 

８月１３日  

● 本庁職員が深浦町役場で情報収集 

● ８月１２日、被災地域の給油所等の被害状況を確認し、関係機関等に対し

災害時の重要施設及び緊急車両への燃料供給に係る手続きについて周知 

８月１４日 

● 本庁職員が深浦町役場で情報収集 

８月１５日 午後 ４時３０分 第３回令和４年８月３日からの大雨に係る青森県災害

対策本部会議 

● 本庁職員が深浦町役場で情報収集 

● 地域県民局職員が町で情報収集（外ヶ浜町、鰺ヶ沢町） 

● 災害救助法適用市町村を対象に、災害救助法説明会（内閣府主催）をオン

ライン上で開催し、制度概要及び救助の進め方等について説明 

８月１６日 

● 本庁職員が深浦町役場で情報収集 

● 深浦町に対し罹災証明交付に係る家屋の被害認定調査の説明会を開催（オ

ンライン） 

８月１７日 

● 被災市町村から要請があった場合に、被災者に対し県公舎を提供すること

を周知。 

● 石井国土交通副大臣が鰺ヶ沢町の中村川を現地視察 

８月１８日 

● 特に被害が大きい東青・中南・西北地域県民局において、「農業経営相談

窓口」の受付時間を拡大し、休日の相談に対応。 

   ８月１９日 

● 鰺ヶ沢町に対して知事部局公舎３戸を提供（無償貸付） 

   ８月２１日 
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● 知事が中泊町、つがる市、鰺ヶ沢町及び深浦町を現地視察 

   ８月２３日 

● 青山副知事が今別町及び外ヶ浜町を現地視察 

   ８月２４日 

● 柏木副知事が十和田市を現地視察 

８月２５日 午後 ５時３０分 第４回令和４年８月３日からの大雨に係る青森県災害

対策本部会議 

● 鰺ヶ沢町及び外ヶ浜町の住宅被害について被災者生活再建支援法（国制度）

の適用が決定、その他の市町村の住宅被害については青森県被災者生活再

建支援制度を適用  

   ８月２６日 

● 県内市町村を対象に被災者生活再建支援制度に関する説明会を開催 

   ８月２９日 

● 鰺ヶ沢町における罹災証明書発行業務支援のため県職員を派遣（8月 29～

30 日） 

● 深浦町の住宅被害について被災者生活再建支援法（国制度）の適用が追加

決定 

８月３０日 

● 令和４年８月大雨災害に係る義援金に関する受付窓口を設置 

（受付期間 令和４年８月３１日～１２月２８日） 

８月３１日 

● 谷内閣府特命担当大臣（防災）が鰺ヶ沢町舞戸町地区及び外ヶ浜町平舘元

宇田地区を現地視察、知事及び県議会議長から谷担当大臣に対して大雨災

害に関する要望書を手交 

● 大雨災害に係る中小企業者向け特別経営金融相談会を鯵ヶ沢町商工会で

開催（～９月１日まで） 

９月 ４日 

● 野村農林水産大臣が弘前市大川地区を現地視察、知事及び県議会議長から

野村農林水産大臣へ農林水産業被害対策に関する要望書を手交 

● 商工労働部が経済産業省及び中小企業庁に対し、大雨災害に関する要望書

を提出 

   ９月 ５日 

● ＪＲ東日本本社にて、知事、県議会議長等からＪＲ東日本副社長に対し、

豪雨災害からの早期復旧等に係る県鉄道整備促進期成会、県、県議会の要

望書を手交 

９月 ６日 

● 国土交通省本省にて、知事及び県議会議長から斉藤国土交通大臣へ大雨災

害に関する要望書を手交 

９月 ９日 

● 鰺ヶ沢町における災害救助法による住宅の応急修理に関する事務の支援

のため県職員（建築職）を派遣（９月１２日～１０月７日） 

 

 

（参考）県及び市町村の体制（９月９日１３：００時点） 

 ・災害対策本部 青森県（東青地方支部、中南地方支部、三八地方支部、西北地方支部、上北

地方支部、下北地方支部）、青森市、弘前市、五所川原市、つがる市、平川

市、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町 

 ・災害警戒本部 黒石市、今別町、蓬田村 
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※ 次回の被害報は９月１６日（金）に公表を予定しています。 
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